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令和6年12月2日に従来の保険証は廃止となり、
発行されなくなりました。

被保険者には、令和8年7月31日まで、保険証と
して利用登録をしたマイナンバーカード（マイナ保
険証）の有無に関わらず「資格確認書」が交付され
ます※。

これは75歳の誕生日前月中または毎年7月中に
交付します。なくさないように大切に保管してくだ
さい。なくしたり破れたりしたときは再交付できま
すので、市（区）町窓口に届け出てください。

医療機関を受診される際には、資格確認書また
はマイナ保険証をご提示ください。ただし、マイナ
保険証が利用できない医療機関があるため、利用
の可否については直接医療機関にお問い合わせく
ださい。

後期高齢者医療制度の被保険者となった場合、
今まで加入していた医療保険は使えなくなります。
※今後、方針が変更となる場合があります。

マイナ保険証・資格確認書について

■資格確認書の大きさは、たて128ミリ、よこ91ミリです。
■資格確認書の色は毎年変わり、令和8年７月31日までは橙色です。

住 所

生年月日

後 期 高 齢 者 医 療 資 格 確 認 書

保険者番号並
びに保険者の
名称及び印

被保険者番号

氏 名

 有効期限　 令和  年  月  日

交付年月日  令和  年  月  日

 静岡県後期高齢者医療広域連合

長期入院該当日

特定疾病区分
発 効 期 日

限 度 区 分
発 効 期 日

負 担 割 合
発 効 期 日

　

被

保

険

者

資格取得年月日

公印



交付されたら記載内容を確認してください。
間違いがあれば届け出てください。
他人との貸し借りは絶対にしないでください。
法律により罰せられます。
コピー及び有効期限を過ぎた資格確認書は
使用できません。

注意

■マイナンバーカードに関するお問い合わせは
マイナンバー総合フリーダイヤル
電話 0120-95-0178 （9：30～ 20：00（土日祝は 17:30））

限度区分の併記について

令和6年12月2日に被保険者証が廃止された
ことに伴い、限度額適用・標準負担額認定証（減
額認定証）および限度額適用認定証（限度額認
定証）も廃止となります。

現在は、資格確認書に限度区分を併記するこ
とが可能です。この併記には申請が必要ですの
で、お住まいの市（区）役所または町役場の担当
窓口で併記申請を行ってください。

すでに資格確認書に限度区分の併記がある
人や、過去に減額認定証および限度額認定証の
申請をされたことがある人については、自動的
に区分が併記された資格確認書が交付されま
すので、申請の必要はありません。



臓器移植に関する法律の改正により、「臓器
提供意思表示欄」が設けられており、年齢や健
康状態にかかわらず、どなたでも意思表示がで
きます。

この意思表示は、強制ではありません。
マイナンバーカードの意思表示欄はここ！

マイナンバーカード　表
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医療機関等にかかるとき

医療機関等にかかるときは、資格確認書または
マイナ保険証の提示により、医療費の自己負担額
が1割・2割・3割のいずれかになります。
※医療費の自己負担割合は下の所得区分によって決まります。

所得の区分 自己負担割合 所得の基準

現役並みⅢ

3割

住民税の課税所得金額が690万円以上
（※2）の被保険者とその世帯員

現役並みⅡ 住民税の課税所得金額が380万円以上
（※2）の被保険者とその世帯員

現役並みⅠ 住民税の課税所得金額が145万円以上
（※2）の被保険者とその世帯員

一般Ⅱ 2割

〈世帯内の被保険者が1名の場合〉
住民税課税所得金額が28万円以上

（※2）で、「年金収入＋その他の合
計所得金額（※1）」が200万円以上
の被保険者

〈世帯内の被保険者が2名以上いる
場合〉
住民税課税所得金額が28万円以上

（※2）で、世帯内の被保険者の「年
金収入＋その他の合計所得金額（※
1）」が320万円以上の被保険者とそ
の世帯員

一般Ⅰ

1割

他の所得区分に該当しない世帯

低所得者Ⅱ 世帯全員が住民税非課税の被保険者
（低所得者Ⅰ以外）

低所得者Ⅰ

世帯全員が住民税非課税で、世帯
全員の所得（年金収入は控除額
806,700円、給与収入は給与控除
後さらに10万円を控除して計算）が
0円となる被保険者
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医療機関等にかかるとき
(※1)その他の合計所得金額は、給与所得は給与所得控除後さらに

10万円を控除した金額で計算します。
（※2）令和6年12月31日時点で世帯主であって、同一世帯に下記の

人（合計所得金額（給与所得が含まれている場合は、給与所得
については10万円を控除した金額（0円を下回る場合には0円
とする）によるものとする）が38万円以下の人に限る。）が存在
する被保険者については、住民税の課税所得金額からそれぞ
れの金額を控除した金額が対象となります。
・0〜15歳の人が存在する場合… 0〜15歳の人1人につき

33万円
・16〜18歳の人が存在する場合…16〜18歳の人1人につ

き12万円
例：同一世帯内に10歳の人が1人、15歳の人が1人、18歳の

人が1人いた場合に控除される額 33万円×2人＋12万円
×1人＝78万円

「3割負担」と判定された場合でも、被保険者の令和6年収入
合計額が、下記を満たす場合、市（区）町の担当窓口で申請す
ることで「1割または2割負担」となります。
同じ世帯にいる被保険者の人数が
●1人のみで383万円未満の場合
●2人以上で520万円未満の場合
●1人のみで383万円以上であって世帯内に70歳以上75歳

未満の人がいる場合、その人の収入も含め520万円未満
となる場合



・住民税非課税世帯の人は、１割負担となります。
・被保険者とは、後期高齢者医療制度の被保険者です。
・令和7年８月から翌年７月までの自己負担割合は、令和7年度
住民税の課税所得（令和6年中の所得）金額によって判
定します。
・旧ただし書所得とは、前年の総所得金額等から43万円を
控除した額です。
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入院時の食事に係る標準負担額
所得の区分 標準負担割合

510円

入院時の食事代等

　療養病床に入院する人は、食事代の他に居
住費が必要になります。
食費・居住費の標準負担額

所得の区分
医療の必要性の
低い人（A）

医療の必要性の
高い人（B） 指定難病患者（C）

食費（1食）居住費（1日）食費（1食）居住費（1日）食費（1食）居住費（1日）

一般
Ⅱ・Ⅰ

生活療養
（Ⅰ）510円
生活療養
（Ⅱ）470円

370 円
生活療養
（Ⅰ）510円
生活療養
（Ⅱ）470円

370 円 300円 0円

0円

0円

0円110円110円110円 0円 0円

低所得者Ⅱ 240円 370円
240円

（90日超で
）2※（）円091 ）2※（）円091

（90 日超で370 円
240円

低所得者Ⅰ 140円 370円 110円 370円 110円
老齢福祉年金受給者
境界層該当者

療養病床に入院する場合

現役並みⅢ・Ⅱ・Ⅰ
低所得者Ⅰ、低所得者Ⅱに該当しない
指定難病患者等（※1）

一般Ⅱ・Ⅰ

現役並み
Ⅲ・Ⅱ・Ⅰ

　入院したときの食事代等は、入院した人の世
帯の所得区分によって負担額（標準負担額）が
決まります。低所得者Ⅱ・Ⅰの人がオンライン資
格確認に対応していない医療機関に入院する
場合、13 ページ「注意」のとおり、申請が必要
です。

（※1） 平成28年4月1日において、既に1年を超えて精神病床に入院してい
内日同りよに等症併合、後以日1月4年82成平（。すで円062は者患る

に他病院への転院・他病床への移動をした場合も対象になります。）
（※2） 過去12か月間で、低所得者Ⅱの期間に90日を超える入院をした場合

です。マイナ保険証の有無にかからず、長期入院の該当になるため
には申請が必要です。

　　　申請をしなければ190円には減額されませんので、入院日数が90日
を超えたら早めに手続きをしてください。長期該当は申請日が属する
月の翌月から適用となります。

低所得者Ⅱ
90日までの入院 240円

300円

90日を超える入院（※2） 190円
低所得者Ⅰ 110円
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注　　意

●❷

●❸

あとから費用が支給される場合

●❶

低所得Ⅱ・Ⅰに該当する人は
資格確認書への併記申請が必要です。

　マイナ保険証をご利用の場合、申請の必要はありません。
　オンライン資格確認に対応していない医療機関において
所得区分が「低所得者Ⅱ」、「低所得者Ⅰ」に該当する人が、入院
時食事代等の標準負担額の減額を受ける場合、限度区分等
が記載された資格確認書を提示することで、入院時食事代
等の標準負担額の減額を受けることができます。併記され
ていないと標準負担額が減額されません。
　該当する人は、市（区）町の担当窓口へ限度区分等が記載
された資格確認書の交付を申請してください。

　医療機関がオンライン資格確認に対応しておらず、やむを
得ない事情で限度区分の提示ができなかったため、通常の
費用を支払った場合は、差額の申請をして認められると減額
された標準負担額との差額が支給されます。

［所得区分に関しては、P.8を参照してください。］

※保険給付を受ける権利は、2年を経過したとき時効によって消滅します。

　次のような場合で、医療費の全額を支払った
ときは、お住まいの市（区）町の担当窓口に申請
して認められると、支払った費用の一部が支給
されます。

急病などのやむを得ない理由で資格確認書を提示せ
ずに診療を受けたとき

海外で診療を受けたとき（診療目的の渡航は対象外。
ただし、臓器移植の一部を除く。）

医師が必要と認めた、コルセットなどの治療用装具を
購入したとき
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自己負担限度額（月額）【表A】
所得の区分 自己負

担割合
自己負担限度額（月額）

外来のみ（個人単位） 外来＋入院（世帯単位）
現役並みⅢ

3割
252,600円＋（医療費−842,000円）×1% 〈140,100円〉

現役並みⅡ 167,400円＋（医療費−558,000円）×1%   〈93,000円〉
現役並みⅠ 80,100円＋（医療費−267,000円）×1%     〈44,400円〉

一般Ⅱ 2割 18,000円 57,600円  〈44,400円〉
一般Ⅰ

1割
18,000円（年間上限額144,000円） 57,600円  〈44,400円〉

低所得者Ⅱ 8,000円 24,600円
低所得者Ⅰ 8,000円 15,000円

［所得区分に関しては、P.8を参照してください。］
※過去12か月以内に「外来＋入院」の自己負担限度額を超えた分の

支給が3回以上あった場合、4回目以降から限度額が〈　〉内の金額
となります。

※年間上限額とは、8月1日から翌年7月31日までの1年間の上限額
です。

●医療機関等で所得の区分が確認できる場合は、窓口で支払う自己
負担額が外来・入院それぞれで【表Ａ】の金額となります。

●オンライン資格確認に対応していない医療機関において、自己負
担額を【表Ａ】の金額にするためには、以下の①か②のどちらかを提
示してください。

　①限度区分等が併記された資格確認書：市（区）町の担当窓口にて
交付申請をしてください。

　②マイナポータルの健康保険証情報（印刷可）：厚生労働省のホーム
ページをご確認ください。
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75歳になった月の自己負担限度額（本人のみ・月額）【表B】

所得の区分
自己
負担
割合

自己負担限度額（月額）

外来のみ 外来＋入院

現役並みⅢ
3割

126,300円＋（医療費−421,000円）×1%
現役並みⅡ 83,700円＋（医療費−279,000円）×1%
現役並みⅠ 40,050円＋（医療費−133,500円）×1%

一般Ⅱ 2割 9,000円 28,800円
一般Ⅰ

1割
9,000円 28,800円

低所得者Ⅱ 4,000円 12,300円
低所得者Ⅰ 4,000円 7,500円

［所得区分に関しては、P.8を参照してください。］

●ほかの被保険者と合算する場合は、【表B】で本人分の高額療養費
を計算し、その後でほかの被保険者を含めて【表A】の「外来＋入院」
を計算します。

●1日生まれの人は、誕生月に加入している制度が後期高齢者医療制
度のみですので、【表B】の対象ではありません（【表A】で計算しま
す。）。

●障害認定により、後期高齢者医療の被保険者になった人は、75歳に
なった月の自己負担限度額【表B】の適用の対象にはなりません。

特定疾病の場合
厚生労働省が指定する特定疾病（人工透析を実施している慢性

腎不全、先天性血液凝固因子障害の一部、血液凝固因子製剤の投
与に起因するHIV感染症）に関する診療を受ける場合は、同一の
保険医療機関ごとに１か月につき、自己負担額が入院・外来ともに
10,000円までになります。（低所得者Ⅱ・Ⅰの人については、外来は
8,000円までになります。）ただしオンライン資格確認に対応してい
ない医療機関で受診した場合、「マイナ保険証と資格情報のお知ら
せ及び特定疾病療養受療証」または「限度区分等が併記された資格
確認書」が必要となります。（P.14参照）
※「特定疾病療養受療証」等が必要になりますので、市（区）町の担当窓

口に交付申請をしてください。
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訪問施術料または往療料（自宅等に訪問され施術を受けた際に算定され
る料金）は、病気やけがが原因で外出が出来ない場合等に限り、保険の対
象になります。施術所に通うのが面倒、交通手段が無いなどの理由は保険
対象外（自己負担）になりますのでご注意ください。
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マイナ保険証または資格確認書を持って、市（区）町の担当窓
口で「第三者行為による傷病届」の手続きについて、ご相談くだ
さい。
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　後期高齢者医療制度の被保険者を対象に、
疾病を早期に発見し、必要に応じて治療を受け
ていただくために各市町が年１回実施していま
す。実施方法や期間は市町によって異なります
ので、詳細については、市(区)町の担当窓口に
おたずねください。
　マイナポータル上では、健診結果が閲覧でき
ます。なお、データの登録状況及び時期は、お
住いの市(区)町により異なります。

　歯・歯肉状態や口腔の衛生状態を確認し、口
腔機能低下と、肺炎等の疾病を予防する目的と
して実施しています。
対象者
４月１日時点で75歳及び80歳の後期高齢者医
療制度の被保険者
実施機関
９月～２月(予定)
自己負担金
無料
●歯や口腔の健康は全身の健康に影響します。かかりつけ歯科医
を持ち、健診後も定期的に歯科受診をしましょう。

　近年、軽い症状にも関わらず休日や夜間に病
院の救急外来を訪れる「コンビニ受診」が増え、
緊急性の高い重症の患者さんの治療に支障を
きたすケースも発生しています。
　必要な人が安心して医療を受けられるように、
医療機関の適正受診を心掛けましょう。
●休日・夜間に医療機関を受診しようとする際には、平日の診療時
間内に受診できないか、今一度考えてみましょう。
●同じ病気で複数のお医者さんに同時期にかかると、重複する検
査や投薬により、かえって体に悪影響を及ぼすおそれがあります。
●信頼できる「かかりつけ医」を持ち、気になることがあれば、「かか
りつけ医」に相談しましょう。

　１年に１回、2月上旬に医療費のお知らせを送
付しています。この通知は１か月間にかかった
医療費を医療機関ごとにまとめてお知らせす
るものです。
　ご自身の健康に対する意識を高め、健康管理
に役立てましょう。

問診 健康状態、生活習慣、自覚症状等
理学的検査 身体診察
身体計測 身長、体重、BM ）度満肥（I
血圧測定 収縮期血圧、拡張期血圧
血中脂質検査 中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール
肝機能検査 AST、ALT、γ-GT
血糖検査 空腹時血糖またはHbA1c、やむを得ない場合は随時血糖
尿検査 尿糖、尿蛋白

※対象者へ受診券、健診実施機関一覧表を
　８月末に送付予定です。

※ただし、歯科健診後、治療を行った場合は別途費用がかかります。
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後期高齢者医療制度では、対象となる被保険
者全員が、保険料を納めます。

保険料は、医療分と子ども・子育て支援納付金分（以
下「子ども分」）それぞれの、被保険者全員が等しく負
担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じて負担す
る「所得割額」を合計して、個人単位で計算されます。

また、保険料率（均等割額と所得割率）は、各
都道府県の広域連合が算定します。

令和8年4月分保険料より「子ども・子育て支援金」がはじまります。
・子ども・子育て支援金制度は、子どもや子育て世帯を全世代・全

経済主体が支える新しい分かち合い・連帯の仕組みです。  
・支援金は子育て支援の取組に充てられます。 
※制度についての詳細は子ども家庭庁のホームページをご確認ください。 
https://www.cfa.go.jp/policies/kodomokosodateshienkin

保険料の決めかた

◆年間保険料率など（令和8年度）
医療分 子ども分

所得割率 9.35％ 0.25％
均等割額 51,100円 1,400円

賦課限度額 85万円 21,000円

◆年間保険料の計算方法（令和8年度）

※医療分と子ども分それぞれの100円未満の端数は切捨てになります。
※保険料は年度(4月から翌年3月までの12か月）で計算されます。
※年度途中で加入された場合は、加入された月の分から計算されます。
※医療分と子ども分の合計額が年間保険料になります。

年間
保険料 ＝

均等割額

＋

所得割額
医療分
51,100円
子ども分
1,400円

前年の
総所得
金額等

－43万円 ×

医療分
9.35％

子ども分
0.25％（旧ただし書所得）







所得の低い人や健康保険組合などの被扶養
者であった人は、保険料が軽減されます。

所得の低い人の軽減措置

均等割額
世帯の所得にあわせて、次のとおり軽減され

ます。
なお、均等割額の軽減判定時には保険料が

かかる年の1月1日現在で65歳以上の人の公
的年金等にかかる所得からは、さらに15万円を
控除します。

世帯主及びすべての被保険者の
総所得金額等の合計

軽減の
割合

(43万円＋（給与所得者等の数※1−1)×
10万円）以下のとき 7割※2

(43万円＋（給与所得者等の数※1−1)×10万円＋
31万円×世帯の被保険者数）以下のとき 5割

(43万円＋（給与所得者等の数※1−1）×10万円＋
57万円×世帯の被保険者数）以下のとき 2割

※1 給与所得を有する人（給与収入55万円超）または公的年
金等に係る所得を有する人（公的年金等の収入金額60万
円超（65歳未満）または110万円超（65歳以上））（★）の数

※2 医療分については7.2割と読み替えます。
★公的年金等に係る特別控除(15万円）後は110万円を125万

円となるよう読み替えます。なお、給与に専従者控除のみな
し給与や青色事業専従者給与は含まれません。



　次に該当する健康保険組合などの被扶養者
であった人の保険料については所得割額は
かからず、資格取得日から2年間は均等割額が
5割軽減されます。



　次に該当する健康保険組合などの被扶養者
であった人の保険料については所得割額は
かからず、資格取得日から2年間は均等割額が
5割軽減されます。 災害や病気などの特別の事情がなく保険料

の滞納が1年以上続いた場合には、資格確認書
を返還してもらい、「特別療養費」用の資格確認
書が交付されることになります。
「特別療養費」用の資格確認書で医療機関等

にかかるときには、医療費がいったん全額自己
負担になります。

このようなことにならないよう、保険料は納
期内に納めるようにしてください。

なお、特別な事情により保険料の納付が困難
な場合には、市（区）町の担当窓口へお早めにご
相談ください。
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資格、保険料について



こんなときは必ず届け出を

※他に必要なものについては、事前にお住まいの市（区）町の担当
窓口にご確認ください。

※「特定疾病療養受療証」が交付されている場合は、資格確認書
等と一緒に提出してください。

届け出に必要なもの

マイナ保険証・
資格確認書等

負担区分証明書等

マイナ保険証・
資格確認書等

死亡した人の
マイナ保険証・
資格確認書等

これまでお使いの
マイナ保険証・
資格確認書等
国民年金証書

身体障害者手帳等
［詳しくは P.2を参照］

本人確認書類

本人確認書類

本人確認書類

本人確認書類

本人確認書類

マイナ保険証・
資格確認書等

本人確認書類

マイナ保険証・
資格確認書等

期高

こんなとき

県外へ転出するとき

県外から転入したとき

静岡県内で住所が
変わったとき

死亡したとき
［葬祭費については P.18 を参照］

一定の障がいがある 65
歳以上 75 歳未満の人が
後期高齢者医療制度の
被保険者としての認定を
受けようとするとき

一定の障がいがあり、後
齢者医療制度の被保

険者としての認定を受け
た65歳以上75歳未満の
人が、申請を撤回するとき

生活保護を受けるように
なったとき

環境に配慮し、植物油インキを使用しています。
禁無断転載


